
No 質問項目 内容 回答

1 仕様書　３業務委託の履行期間

令和7年7月～9月30日対象者申込期間（佐渡市にて
受付対応）とあるが、対象者への申込通知は既に開
始している認識で相違ないか。また、その申込通知
の手法は何を活用しているか。

申込は7/17に開始します。また、対象者への周知
方法は市のHP、SNS、市報さど８月号への掲載の
ほか、二十歳のつどい（8/15）でのチラシ配布等に
より行い、郵送等による対象者への直接通知は行
いません。

2 仕様書　３業務委託の履行期間

令和7年7月～9月30日対象者申込期間（佐渡市にて
受付対応）とあるが、申込に際して受託者が申込促
進チラシ等の資材を用意する必要はないという認識
で相違ないか。

受託者は申込促進チラシ等の資材を用意する必
要はありません。

3 仕様書　４業務内容

業務の範囲に、対象者の受け取り拒否等が発生した
場合等の対応および、事業に対する対象者からの問
合せ等の対応は含まれない認識（佐渡市が対応す
る）で相違ないか。

申込期間中における対象者からのお問合せは佐
渡市で対応しますが、申込者リストを受託者に渡
した以降の送付先変更、ギフトセットの変更、発送
商品の不具合等のお問合せについては受託者で
対応してください。

4 仕様書　３委託業務の履行期間
記載の「対象者」とは、佐渡市に居住の佐渡市出身
の学生は対象外の認識で相違ないか。

佐渡市に居住する佐渡市出身の学生は対象外と
なりますが、住民票は佐渡市においているが、実
際の居住地が市外である場合は、対象者となりま
す。

5 仕様書　４業務内容（１）ギフトセットの構成・調達

④に「代替商品への変更も可とするが、あらかじめ佐
渡市の了解を得ること」とあるが、佐渡市の了解を得
るタイミングは委託業務の履行期間（契約日から令
和7年12月26日まで）と同義という認識で相違ない
か。

商品発送前に佐渡市の了解を得る必要がありま
す。

6 仕様書　４業務内容（２）発送業務
配送先は日本国内のみで、国外に居住の方は対象
外という認識で相違ないか。

国外に居住の方は対象外です。

7 仕様書　４業務内容（２）発送業務
「配送に関する全業務」には、梱包資材（商品を入れ
る段ボールや緩衝材など）の用意も含まれる認識で
相違ないか。

「配送に関する全業務」には、梱包資材（商品を入
れる段ボールや緩衝材など）の用意も含まれま
す。

8 仕様書　４業務内容（２）発送業務

②記載の「佐渡市が作成する印刷物」は佐渡市から
印刷された紙が納品されるということか、それとも佐
渡市がデータを受託者に渡し、受託者が印刷すると
いうことか。

同封する印刷物は佐渡市で印刷し、受託者に納
品します。
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9 仕様書　４業務内容（１）ギフトセットの構成・調達
⑤に「商品構成については、佐渡市の事前の了解を
得た上で決定すること」とあるが、事前の了解はいつ
までに得なければならないのか。

商品発送前に佐渡市の了解を得る必要がありま
す。

10 仕様書　３委託業務の履行期間

契約日から令和7年12月26日までとあるが、佐渡市
への請求については、佐渡産品の出荷をした日で月
末締めにし、翌月末支払いとなる認識で相違ない
か。（例：10月出荷分は10月初旬に請求書を発行し、
11月末支払い）

佐渡市への請求については、出荷した月の月末
締めとして、翌月末支払いとなります。


